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極東開発工業株式
会社

大阪府大阪市中央区淡路町２
丁目５番１１号

令和7年12月3日から
令和8年2月2日

独占禁止法違反行為
特定特装車製品の販売に関し，独占禁止法第３条（不
当な取引制限の禁止）の規定に違反したとして，令和
７年９月２４日に，公正取引委員会から認定された。

新明和工業株式会
社

兵庫県宝塚市新明和町１番１
号

令和7年12月3日から
令和8年2月2日

独占禁止法違反行為
特定特装車製品の販売に関し，独占禁止法第３条（不
当な取引制限の禁止）の規定に違反したとして，令和
７年９月２４日に，公正取引委員会から認定された。

指名停止情報（物品・業務委託）


